
1

計画策定時 最新値 参考値（注1） 成果目標（期限）

男性：16.6％ 男性：26.9％ 男性：30％
女性：50.3％
（平成26年）

女性：57.6％
（平成29年）

女性：70％
（平成32年）

男性：30.4％ 男性：69.2％

女性：34.3％
(平成26年）

女性：73.7％
(平成29年）

88か所
（平成27年11月）

114か所
（平成31年４月）

138か所
150か所

（平成32年）

25か所
（平成27年11月）

47か所
（47都道府県）

（平成30年10月）
38都道府県

各都道府県に
最低１か所
（平成32年）

男女別数値 男女合計

男性 80.1％
女性 82.0％
（平成26年）

男性 88.9％
女性 87.3％
（平成29年）

88.0%
(平成29年）

66.5％（平手で打つ）
58.2％(なぐるふりをし

て、おどす)
（平成26年）

「平手で打つ」
男性 73.0％
女性 71.9％

「なぐるふりして、おどす」
男性 59.1％
女性 61.8％
（平成29年）

「平手で打つ」
72.4％

「なぐるふりして、おど
す」

60.5％
（平成29年）

男性：63.0％
女性：57.6％
（平成26年）

男性：63.0％
女性：57.6％
（平成26年）

60.4％
（平成26年）

102,963件
（平成26年度）

男性：2,028件
女性：104,082件
（平成29年度）

106,110件
（平成29年度）

59,072件
（平成26年）

男性：15,964件
女性：61,518件

（平成30年）

77,482件
（平成30年）

177,647,627円
（平成26年度）

-
198,961千円

（平成30年度）

786市町村
（平成27年9月）

-
1,093市町村

（平成30年10月）

配偶者暴力防止法に基づく一時保護件数
4,366件

（平成25年度）
-

3,000件
（平成29年度）

3,125件
（平成26年）

-
2,293件

（平成29年）

強制性交等の認知件数
1,250件

（平成26年）

男性　56件
女性　1,251件
（平成30年）

1,307件
（平成30年）

強制わいせつの認知件数
7,400件

（平成26年）

男性　188件
女性　5,152件
（平成30年）

5,340件
（平成30年）

性的虐待事件の検挙件数
150件

(平成26年)
-

226件
（平成30年）

児童ポルノ事犯の検挙件数
1,828件

（平成26年）
-

3,097件
（平成30年）

売春防止法違反検挙件数
817件

（平成26年）
-

427件
（平成30年）

人身取引事犯の検挙件数
32件

(平成26年）
-

36件
（平成30年）

7,505人
（平成27年）

-
9,174人

（平成31年）

児童相談所における性的虐待相談対応件数
1,520件

（平成26年度）
-

1,537件
（平成29年度）

婦人相談員の設置数
1,295人

（平成26年度）
-

1,500人
（平成30年度）

11,289件
（平成26年度）

-
7,639件

（平成30年度）

　＊　計画策定後、所要の修正を行ったもの

（注１）  計画策定時から成果目標の期限に向けて直線的に進捗すると仮定して計算した場合の「最新値」の時点における値。

項　目 計画策定時

配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の既済
件数

配偶者暴力防止法の認知度（男女別）

犯罪件数

最新値

配偶者からの被害を相談した者の割合（男
女別）

配偶者からの暴力の相談窓口の周知度（男
女別）

交際相手からの暴力（デートＤＶ）の認知度（男女
別）

地方公共団体から民間シェルターへの財政支援額

配偶者暴力防止基本計画を策定している市町村数

男女とも70％
（平成32年）

項目

夫婦間における「平手で打つ」「なぐるふりをして、
おどす」を暴力として認識する人の割合

配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数

警察における配偶者からの暴力事案等相談等件
数＊

―

第７分野　女性に対するあらゆる暴力の根絶

　【成果目標】

★は政策領域目標を示す。

性犯罪指定捜査員等として指定された女性警察
官・職員数

都道府県労働局雇用均等室に寄せられたセクシュ
アル・ハラスメントに関する相談件数

　（参考指標）

市町村における配偶者暴力相談支援セン
ターの数

行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のた
めのワンストップ支援センター設置数★

―
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女
性
に
対
す
る
暴
力
の
根
絶
に
向
け
た
取
組
に
係
る

内
閣
府
の
概
算
要
求
状
況

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

・
各
都
道
府
県
・
支
援
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
・
相
談
、
産
婦
人
科
医
療

等

性
犯
罪
・
性
暴
力

Ｄ
Ｖ
等

令
和
２
年
度

概
算
要
求
額
7.

6億
円
（
前
年

2.
8億

円
）

公
的
シ
ェ
ル
タ
ー

・
婦
人
相
談
所
（
一
時
保
護
所
）

・
婦
人
保
護
施
設

乏
し
い

公
的
支
援

被
害
者

D
Vセ

ン
タ
ー

又
は
警
察

等

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー

N
PO
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、

そ
の
他
の
法
人
、
法
人
格
な
し
等

加
害
者

暴
力

相
談
員
等
へ
の
研
修
・
シ
ェ
ル
タ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

（
官
官
・
官
民
連
携
促
進
事
業
）

約
4,5

00
万
円
（
約

2,0
00
万
円
）

運
営
の
安
定
化
・
質
の
向
上
：

24
時
間
化
、

処
遇
改
善
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
等

（
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
支
援
交
付
金
）

約
3.0

億
円
（
約

2.1
億
円
）

共
通
ダ
イ
ヤ
ル
化
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
化
調
査

（
性
犯
罪
被
害
者
等
支
援
体
制
整
備
促
進
事
業
）

約
1,7

00
万
円
（
約

90
0万

円
）

加
害
者

加
害
者
更
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に

関
す
る
調
査
研
究

約
2,5

00
万
円
（
ー
）

①
メ
ン
タ
ル
面
の
ケ
ア

②
母
子
一
体
型
支
援

③
児
童
虐
待
対
策
と
の
連
携

④
切
れ
目
な
い
総
合
的
支
援

⑤
メ
ー
ル
・

SN
Sな

ど
の
活
用

な
ど

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
基
盤
強
化

DV
被
害
者
等
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

強
化
支
援
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業

約
3.2

億
円
（
ー
）

全
国
一
律
・
公
平
性

柔
軟
性
・

ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
支
援

公
的
機
関
の
一
時
保
護
等
に

つ
な
が
ら
な
い
ケ
ー
ス

〇
本
人
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い

「
携
帯
・
ス
マ
ホ
が
使
え
な
い
」

「
仕
事
や
学
校
を
休
み
た
く
な
い
」

〇
本
人
や
同
伴
児
に
障
害
や
疾
病
が

あ
り
、
集
団
生
活
等
が
困
難

な
ど

（
H2

9年
度
厚
労
省
調
査
よ
り
）

相
談

そ
の
他
（
女
性
に

対
す
る
暴
力
関
連
）

・
広
報
啓
発
（
ポ
ス
タ
ー
・

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
）

・
男
女
間
暴
力
の
実
態
調
査

・
予
防
啓
発
、
相
談
促
進

・
DV
相
談
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

約
5,3

00
万
円

（
約

4,0
00
万
円
）

※
概
算
要
求
額
に
つ
い
て
、
単
位
未
満
の
位
で
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
総
数
と
内
訳
の
合
計
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
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１
性

犯
罪

・
性

暴
力

へ
の

対
策

の
推

進
（
性
犯

罪
・性

暴
力
被

害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
等
）

●
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援

セ
ン
タ
―

の
設
置
促
進

●
診
断
・
治
療
等
に
関

す
る
支

援
の
充
実

●
専
門
家
の
養
成
、
関

係
者

等
の
連
携

【
成

果
目

標
】

○
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援

セ
ン
タ
ー

の
設
置
数

Ｈ
２
７

.１
１
時
点
２
５
か

所

⇒
Ｈ
３
２
ま
で
に
、
各

都
道

府
県
に
最
低
１
か

所


性

犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
支
援

交
付
金
を
活
用
し
た
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
安

定
化
及
び
質
の
向
上


ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
支
援
の
実
態
や
課
題
の

把
握
、
体
制
強
化
に
向
け
た
調

査
研
究


児
童
の
性
虐
待
対
応
と
の
連
携

強
化

今
後

の
取

組
女

性
活

躍
加

速
の

た
め
の

重
点

方
針

２
０

1
9

（
令
和
元
年
６
月
策
定
）

第
４
次

男
女

共
同

参
画

基
本

計
画

（
平
成
２
７
年
１
２
月
閣
議
決
定
）


Ｈ
３
０
．
１
０
全
都
道
府
県
設
置
達
成


性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
支
援
交
付
金
を
活
用
し
た
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
拡
充

（
R

2
年
度
予
算
概
算

要
求
額

３
．
０
億
円

）

①
2
4
時
間
対
応
化

②
人
材
の
育
成
・
確
保
（
処
遇
改
善
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
）

③
拠
点
と
な
る
病
院
の
整
備


ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
で
対
応
し
て
い
る
被
害
の
実
態

や
支
援
状
況
の
把
握
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
等


ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
化

や
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
導
入
の
た
め
の
調
査
（

R2
年
度
）


SN

Sや
メ
ー
ル
を
活
用
し
た
相
談


ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
を
対
象
と
し
た
、
性
虐
待
や
連

携
事
業
に
係
る
研
修


児
童
相
談
所
と
の
連
携
の
好
事
例
の
収
集
・
全
国
展
開
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交

付
先

：
都
道
府
県


対

象
経

費
：

都
道
府
県
が
負
担
し
た
以
下

①
～

②
に

関
す
る
経

費

①
相
談
セ
ン
タ
ー
の
運
営

費
等
【

2億
9,
19
1万

円
】

(人
件
費
（
【
拡
】
2
4時

間
対
応
へ
の
取
組

加
算
、
処
遇
改
善
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
配
置
）
等
、

研
修
経

費
（

拠
点

と
な

る
病
院
の
整
備
へ
の
取
組
加
算
）
、
支
援
者
に
対
す
る
受
傷
対
策
、
広
報
啓
発
、
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
、
法
的
支
援
、

【
拡

】
SN
S
等
を

活
用

し
た

相
談
、
男
性
相
談
等
、
先
進
的
な
取
組
へ
の
支
援
拡
充
)

②
被
害
者
の
医
療
費
等

【
95
9万

円
】

(初
診
料

、
緊

急
避

妊
措

置
、
検
査
費
用
(妊

娠
検
査
、
性
感
染

症
検
査
、
薬
物
検
査
）
、
人
工
妊
娠
中
絶
費
用
、
証
拠
採
取
費
用
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
費
用
）


交

付
率

：
対
象
経
費
の
1/
2(
「
②
被
害

者
の

医
療

費
等
」
は

1/
3)


そ

の
他

：
他
の
国
庫
補
助
制
度
を
適
用

可
能

な
場

合
は
、
他

制
度

優
先

(本
制

度
の

優
先
利
用
や
他
制
度
と
の
二
重
交
付
は
不
可
)

性
犯

罪
・
性

暴
力

被
害

者
支

援
交

付
金

目
的

○
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
安
定
化
及
び
質
の
向
上
の
た
め
、
都
道
府
県
に
よ
る
支
援
セ

ン
タ
ー
の
整
備
等
に
係
る
取
組
を
支
援
し
、
被
害
者
支
援
に
係
る
取
組
の
充
実
を
図
る
。

予
算

ス
キ
ー
ム

内
閣

府

都
道

府
県

①
被
害
者
相
談
支
援
運
営
・
機
能
強
化
事
業

（
相

談
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
等
）

②
医
療
費
等
公
費
負
担
事
業

（
被

害
者
の
医
療
費
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
費
用
）

※
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
支
援
交
付
金
に
係
る
事
業
の
地
方
負
担
に

対
し
て
は
、
普
通
交
付
税
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

概
要

委
託
費
等

交
付
金

令
和
２
年
度
概
算
要
求
額

３
０
２
百
万
円

（
令
和
元
年
度
予
算
額

２
１
０
百
万
円
）

相
談
セ
ン
タ
ー

運
営
団
体

・
犯
被
セ
ン
タ
ー

２
４

・
N

PO
法
人

７
・
県
直
営

（
婦
相
等
）
９

・
病
院

３
・
連
携
体
制

２
・
そ
の
他
民
間
団
体
等

４

1/
2

or
1/

3

性
犯

罪
・
性

暴
力

被
害

者
に
、
被

害
直

後
か

ら
総

合
的

な
支

援
(産

婦
人

科
医

療
、
相

談
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等

の
心

理
的

支
援

、
捜

査
関

連
の

支
援

、
法

的
支

援
等

)を
可

能
な
限

り
１
か

所
で
提

供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被

害
者

の
心

身
の

負
担

を
軽

減
し
、
そ
の

健
康

の
回

復
を
図

る
と
と
も
に
、
警

察
へ

の
届

出
の

促
進

・
被

害
の

潜
在

化
防

止
を
目

的
と
す
る
も
の

。
【
核

と
な
る
機

能
】

１
支

援
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
・
相

談
２

産
婦

人
科

医
療

（
救

急
医

療
・
継

続
的

な
医

療
・
証

拠
採

取
等

）

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は
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●
配

偶
者

暴
力

相
談

支
援

セ

ン
タ

―
の

設
置

促
進

、
相

談

体
制

の
充

実
、

被
害

者
の

支

援
等

【
成

果
目

標
】

○
Ｈ

３
２

ま
で

に
、

・
配

偶
者

か
ら

の
被

害
を

相

談
し

た
者

の
割

合

男
性

：
３

０
％

、
女

性
：
７

０
％

・
相

談
窓

口
の

周
知

度

男
女

と
も

７
０

％

・
市

町
村

に
お

け
る

配
暴

セ

ン
タ

ー
の

数
１

５
０

か
所

（
Ｈ

2
7
.1

1
時

点
；
8
8
か

所
）


児

童
虐

待
対

策
と

の
連

携
協

力
の

強
化


民

間
シ

ェ
ル

タ
ー

等
に

お
け

る
被

害

者
支

援
の

た
め

の
取

組
の

促
進


加

害
者

更
生

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

あ
り

方
等

の
検

討


市

町
村

に
お

け
る

配
偶

者
暴

力
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

促
進

（
地

方
公

共
団

体
に

対
す

る
働

き
か

け
）

⇒
 H

3
1
.４

現
在

：

1
1
4
か

所


改

正
配

偶
者

暴
力

防
止

法
の

施
行

状
況

を
踏

ま
え

た
今

後
の

在
り

方
の

検
討


的

確
な

実
態

把
握

の
推

進
（
基

盤
づ

く
り

）

２
 

配
偶

者
等

か
ら

の
暴

力
の

被
害

者
へ

の
支

援
の

充
実

等

今
後

の
取

組
第

４
次

男
女

共
同

参
画

基
本

計
画

（
平

成
２

７
年

１
２

月
閣

議
決

定
）

女
性

活
躍

加
速

の
た

め
の

重
点

方
針

２
０

１
９

（
令

和
元

年
６

月
策

定
）


配

偶
者

暴
力

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
促

進

（
市

町
村

に
未

設
置

の
都

道
府

県
に

お
け

る
実

態
把

握
等

）


D

V
基

本
的

な
方

針
の

改
定


配

偶
者

暴
力

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

、
民

間
シ

ェ
ル

タ
ー

、
児

童
相

談
所

等
を

対
象

と
し

た
研

修
の

充
実


「
女

性
に

対
す

る
暴

力
を

な
く
す

運
動

」
と

児
童

虐
待

防
止

推
進

月
間

の
連

携
（
1
1
月

）


地

方
公

共
団

体
と

連
携

し
た

加
害

者
更

生
プ

ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

基
準

等
の

作
成


改

正
配

偶
者

暴
力

防
止

法
（R

元
.６

）の
附

則
検

討
条

項
を

踏
ま

え
た

検
討


民

間
シ

ェ
ル

タ
ー

等
が

官
民

連
携

の
下

で
行

う
先

進

的
な

取
組

に
つ

い
て

パ
イ

ロ
ッ

ト
事

業
の

実
施


民

間
シ

ェ
ル

タ
ー

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化


「
男

女
間

に
お

け
る

暴
力

に
関

す
る

調
査

」の
実

施
（
R

２
年

度
）
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配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
Ｄ
Ｖ
防
止
法
）

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
対
す
る
支
援
に
係
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
概
念
図

（
婦
人
保
護
事
業
等
と
の
概
念
整
理
）

婦
人
保
護
事
業
（
売
春
防
止
法
）
【
厚
生
労
働
省
】

婦
人
相
談
所
（

49
か
所
）

・
各
都
道
府
県
に
設
置

・
来
所
相
談
件
数
：

11
,9

10
人

（
H

29
年
度
）

・
D

V等
に
係
る
相
談
・
支
援
、
一

時
保
護

等

一
時
保
護
所
（

47
か
所
）

・
婦
人
相
談
所
に
併
設

・
一
時
保
護
者
数
：

7,
96

5人
（

H
29
年
度
）

・
D

V被
害
等
女
性
、
同
伴
児
童
の

短
期
間
の
一
時
保
護
（
２
週
間

程
度
）

婦
人
保
護
施
設
（

47
か
所
）

・
39
都
道
府
県
に
設
置
（
公
設

30
、

民
設

17
）

・
入
所
者
数
：

85
0人

（
ほ
か
同
伴
家
族

37
7人

）
（

H
28
年
度
）

・
D

V被
害
女
性
等
の
保
護
、
自
立
支
援

・
支
援
期
間
は
中
長
期

(１
か
月
以
上

)

①
心
理
専
門
職
等
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
面
の
ケ
ア
、
②
母
子
一
体
型

支
援
、
③
児
童
虐
待
対
策
と
の
連
携
、
④
一
時
保
護
後
の
切
れ
目

な
い
総
合
的
支
援
、
⑤
メ
ー
ル
・

SN
Sな

ど
を
活
用
し
た
相
談

女
性
セ
ン
タ
ー

・
都
道
府
県
等
が
自
主
的
に

設
置

・
女
性
の
た
め
の
総
合
施
設

・
女
性
問
題
の
解
決
、
地
位

向
上
、
女
性
の
社
会
参
画

を
目
的

・
女
性
が
抱
え
る
問
題
全
般

の
情
報
提
供
、
相
談
、
研

究
等

N
PO
法
人

49
、
社
会
福
祉
法
人

22
、

そ
の
他
の
法
人

10
、
法
人
格
な
し

26

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

・
各
都
道
府
県
（

47
か
所
）
：
公
益
社
団
法
人
、
民
間
団
体
等

・
相
談
件
数
：

26
,7

48
件
（

H
29
年
度
）

・
支
援
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
・
相
談
、
産
婦
人
科
医
療
（
救
急
・
継
続
的
な
医
療
、

証
拠
採
取
等

)
・
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
支
援
交
付
金
：

2.
1億

（
R元

年
度
・
内
閣
府
）

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
（

10
7か

所
）

若
年
被
害
女
性
等
支
援
モ
デ

ル
事
業
（

H
30
年
度
～
）

・
性
暴
力
や
虐
待
等
の
被
害

に
遭
っ
た
又
は
被
害
に
遭

う
お
そ
れ
の
あ
る
主
に

10
代
か
ら

20
代
の
女
性

・
都
道
府
県
、
市
が
実
施
主

体
。
社
会
福
祉
法
人
、

N
PO
法
人
等
に
委
託
可

（
厚
生
労
働
省
）

D
V被

害
者
等
自
立
生
活
援
助

事
業
：

35
か
所

（
H

26
～
Ｒ
元
年
度
：
モ
デ

ル
事
業
、
Ｒ
２
年
度
～
）

・
D

V、
ス
ト
ー
カ
－
、

性
犯
罪
・
性
暴
力
等
被

害
女
性
を
支
援

・
都
道
府
県
、
市
が
実
施
主

体
。
社
会
福
祉
法
人
、

N
PO
法
人
等
に
委
託
可

（
厚
生
労
働
省
）

・
全
国
に

28
7か

所
（
婦
人
相
談
所

49
、
福
祉
事

務
所
・
保
健
所

11
3、

女
性
セ
ン
タ
ー

50
等
）

・
相
談
件
数
：

10
6,

11
0件

う
ち
来
所
相
談
件
数
：

32
,3

85
件
（
Ｈ

29
年
度

)
・
被
害
者
に
対
す
る
相
談

・
相
談
機
関
の
紹
介

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

・
緊
急
時
の
安
全
確
保

・
一
時
保
護

(婦
相

)
・
シ
ェ
ル
タ
ー
利
用
等
の
情

報
提
供

等

一
時
保
護
委
託

パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業

（
実
証
的
調
査
研
究
）

Ｄ
Ｖ
対
策
中
心

母
子
一
体
型

居
場
所
確
保

専
門
職
活
用

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

支
援
型

相
談
・
同
行
支
援

公
的
機
関
の
一
時
保
護
に
つ
な
が
ら

な
い
ケ
ー
ス

｢若
年
女
性
｣(

67
.3

%
)｢
同
伴
児
の
い
る
女
性
｣

（
44

.9
%

)｢
障
害
者
｣（

40
.8

%
）
｢高
齢
者
｣

（
24

.5
%
）
等
の
属
性
に
お
い
て
、

「
本
人
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
」
な
ど

（
主
な
理
由
）

・
｢仕
事
や
学
校
を
休
み
た
く
な
い
｣（

95
.9
％
）

・
｢携
帯
・
ス
マ
ホ
が
使
え
な
い
｣（

89
.8

%
）

・
｢外
出
が
自
由
に
で
き
な
い
｣（

83
.7
％
）

・
｢同
伴
児
が
転
校
・
休
校
し
な
く
て
は
い
け
な

い
」
（

75
.5
％
）

・
｢集
団
生
活
に
不
安
が
あ
る
｣（

53
.1

%
）
な
ど

（
H

29
年
度
厚
労
省
調
査
よ
り
）

公 的 部 門

民 間 部 門

急
性
期

性
犯
罪
・
性
暴
力

Ｄ
Ｖ

・
D

Vを
始
め
と
す
る
多
様
な
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
に

よ
り
、
社
会
的
に
孤
立
し
、
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
女
性

・
公
的
機
関
に
は
な
い
柔
軟
性

・
重
要
な
社
会
資
源
で
あ
る
一
方
で
、
公
的
支
援
が
な
く
、

存
続
が
困
難
な
状
況

・
特
別
交
付
税
措
置
（

1/
2）

：
自
治
体
に
よ
る
財
政
援
助
額

２
億
円
（
Ｈ

30
年
度
）

保
護
対
象
：
要
保
護
女
子
（
売
春
）
、

D
V被

害
女
性
、
ス
ト
ー
カ
ー
被
害
女
性
、

性
暴
力
被
害
女
性
、
人
身
取
引
被
害
女
性
、
家
庭
破
綻
、
生
活
困
窮
な
ど
の
問
題

に
よ
り
保
護
が
必
要
な
女
性

居 場 所
・
委
託
契
約
施
設
数
：

32
1、

う
ち
民

間
シ
ェ
ル
タ
ー

74
(H

30
.4

.1
）

・
委
託
人
数
：

2,
72

3人
、
う
ち
民
間

シ
ェ
ル
タ
ー

64
5人

（
H

29
年
度
）

被 害 者

警
察

婦 人 相 談 員

※
国
に
よ
る
他
の
補
助

金
・
交
付
金
の
対
象
外

の
も
の
に
限
る

財
政
面
・
人
的
基
盤
の
不
足

行
政
と
の
連
携
不
足

地
域
間
格
差

主
な
課
題

未
定
稿

福
祉
事
務
所
（
社
会
福
祉
法

)
・
都
道
府
県
・
市
は
設
置
義
務

・
社
会
福
祉
全
般
の
窓
口

・
生
活
保
護
、
母
子
生
活
支
援
施
設

入
所
、
ひ
と
り
親
家
庭
支
援

等

母
子
生
活
支
援
施
設
（
児
童
福
祉
法
）

・
母
子
家
庭
の
保
護
と
自
立
の
促
進
の
た
め
の
生

活
支
援
（
子
育
て
支
援
、
心
理
的
ケ
ア
等
）
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１
．

配
偶
者

か
ら
の
暴
力
被
害
者
等
保
護
・

支
援

交
付

金


交

付
先

：
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市

、
市

町
村

（
特
別
区

含
む

）


対

象
経

費
：

都
道
府
県
等
が
負
担
し
た
、

民
間

シ
ェ

ル
タ
ー
等

の
先

駆
的

な
取
組
を

促
進
す
る
た
め
の
経
費
（
以
下
①
～
③
）

①
受
け
入
れ
体
制
整
備
に

要
す

る
経

費
(母

子
一
体
で
受
け
入
れ
る
た
め
の
改
修
経
費
、
メ
ー
ル
・
SN
S等

の
活
用
、
安
全
性
確
保
の
た
め
の
防
犯
設
備

に
か
か
る
経
費

等
）

②
専
門
的
・
個
別
支
援
に

要
す

る
経

費
(心

理
専
門
職
等
の
専

門
職
の
配
置
、
同
伴
児

童
の
進
学
等
の
相
談
支
援
を
行
う
専
門
家
の
配
置
、

児
童
相
談
所
等
の

関
係
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
・
連
携

等
）

③
切
れ
目
な
い
総
合
的
支

援
に

要
す

る
経
費

(
ス
テ
ッ
プ
ハ
ウ
ス
等
の
自
立
に
向
け
た
支
援
、

児
童
相
談
所
等
へ
の
同
行
支
援

等
）

※
上
記
①
～
③
の
推
進
に
係
る
基

本
経

費
に

つ
い
て

調
整
中


交

付
率

：
国

１
０
/１

０


そ

の
他

：
他
の
国
庫
補
助
制
度
を
適
用

可
能

な
場

合
は
、
他

制
度

優
先

(本
制

度
の

優
先
利
用
や
他
制
度
と
の
二
重
交
付
は
不
可
)

２
．

民
間
シ

ェ
ル
タ
ー
等
に
お
け
る
パ
イ
ロ

ッ
ト

事
業

の
効
果
検

証
及

び
事

例
調
査

DV
被

害
者

等
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
強

化
支

援
パ

イ
ロ
ッ
ト
事

業

目
的

○
多
様
な
困
難
に
直
面
す
る

D
V
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
）
被
害
者
等
に
対
し
て
、
漏
れ
な
く
、
安
全
な
居
場
所
を
一
時
的
に
確
保
し
つ
つ
、
専
門

的
・
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
支
援
を
、
切
れ
目
な
く
実
施
し
、
も
っ
て
、
地
域
に
お
い
て

D
V
被
害
者
等
が
自
立
し
、
安
心
・
安
全
に
過
ご
せ
る
よ
う
、
地
域

社
会
に
お
け
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
を
強

化
す
る
。

予
算

ス
キ
ー
ム

内
閣

府

都
道

府
県

等
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
に
お
け
る
以
下
の
事
業

①
受
け
入
れ
体
制
整
備
事
業

②
専
門
的
・
個
別
支
援
事
業

③
切
れ
目
な
い
総
合
的
支
援
事
業

※
上
記

①
～
③
事
業
の
推
進
に
係
る
基
本
経
費

概
要

委
託
費
等

交
付
金

令
和

２
年

度
概

算
要

求
額

３
１
６
百

万
円

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

・
社
会
福
祉
法
人

等

10
/1

0

業
務
請
負

事
業

者
（
民

間
調

査
会
社
等
）

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
お
け
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
の
効
果
検
証
及
び
事

例
調
査
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児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正

する法律（令和元年法律第 46号）【ＤＶ防止法附則部分抜粋】 

附 則 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の

通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第

十条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条

第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶

者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導及び支援の在

り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

る。 
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■
民
間
シ
ェル
タ
ー
の
置
か
れ
た
現
状
と課

題
の
整
理

■
民
間
シ
ェル
タ
ー
の
基
盤
・機
能
強
化
に
向
け
た
支
援
の
在
り

方
に
つ
い
て

■
民
間
シ
ェル
タ
ー
と関

係
機
関
との
連
携
強
化
や
地
域
間
格

差
の
是
正

■
そ
の
他

■
第
１
回
（
平
成

31
年

2月
1日

）
・大
臣
と構

成
員
との
意
見
交
換

・関
係
省
庁
ヒア
リン
グ

■
第
２
回
（
平
成

31
年

3月
12
日
）

・構
成
員
ヒア
リン
グ

■
第
３
回
（
平
成

31
年
４
月

17
日
）

・構
成
員
等
ヒア
リン
グ

・ア
ン
ケ
ー
ト調

査
結
果
に
つ
い
て

・こ
れ
ま
で
の
意
見
と今

後
の
進
め
方
に
つ
い
て

■
第
４
回
（
令
和
元
年
５
月

20
日
）

・報
告
書
（
案
）
に
つ
い
て

検
討
の
論
点

検
討
ス
ケ
ジ
ュー
ル

【五
十
音
順
、◎

座
長
、敬

称
略
、役

職
は
平
成

31
年

2月
1日

現
在
】

生
稲

晃
子

女
優

小
川

真
理
子

九
州
大
学
男
女
共
同
参
画
推
進
室
准
教
授

◎
戒

能
民

江
お
茶
の
水
大
学
名
誉
教
授

北
仲

千
里

N
PO
法
人
全
国
女
性
シ
ェル
ター
ネ
ット
共
同
代
表

広
島
大
学
ハ
ラス
メン
ト相

談
室
准
教
授

添
田

千
絵

神
奈
川
県
福
祉
子
ども
み
らい
局
人
権
男
女
共
同
参
画
課
長

橘
ジ
ュン

N
PO
法
人

BO
N

D
プ
ロジ
ェク
ト代

表

中
田

慶
子

N
PO
法
人

D
V防

止
な
が
さき
理
事
長

原
健

一
佐
賀
県

D
V総

合
対
策
セ
ン
ター
所
長

松
本

和
子

N
PO
法
人
女
性
ネ
ット
さや
さや
（

Sa
ya

-S
ay

a）
代
表
理
事

（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

厚
生
労
働
省

趣
旨

Ｄ
Ｖ
等
の
被
害
者
の
た
め
の
民
間
シ
ェル
タ
ー
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り方

に
関
す
る
検
討
会

検
討
会
ス
ケ
ジ
ュー
ル
及
び
主
な
検
討
事
項

構
成
員

Ｄ
Ｖ
等
の
被
害
者
の
一
時
保
護
や
相
談
、自

立
に
向
け
た
支
援
等
を
行
う民

間
シ
ェル
ター
が
置
か
れ
て
い
る
厳
しい
状
況
（
脆
弱
な
人

的
・物
的
・財
政
的
基
盤
、関

係
機
関
との
連
携
不
足
、情

報
不
足
、安

全
性
・秘
匿
性
等
）
に
鑑
み
、民

間
シ
ェル
ター
等
の
抱
え
る
課

題
を
整
理
す
る
とと
も
に
、民

間
シ
ェル
ター
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り方

に
つ
い
て
検
討
を
行
う
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「
D

V等
の
被
害
者
の
た
め
の
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
報
告
書
（
概
要
）

○
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
、
「

D
V防

止
法
」
）
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

18
年
が
経
過
。

✓
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
る
相
談
受
理
件
数
は

4年
連
続
で

10
万
件
を
超
え
、
高
止
ま
り
の
状
況
。

✓
平
成

29
年
度
内
閣
府
に
よ
る
調
査
で
は
、

D
V被

害
経
験
は
女
性
の
約
３
人
に
１
人
、
何
度
も
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
女
性
は
約
７
人
に
１
人
。

○
D

V被
害
者
支
援
に
お
い
て
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
は
地
域
社
会
に
お
け
る
不
可
欠
な
資
源
で
あ
り
、
「

SD
Gｓ

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
」
の
「
誰
一
人
取

り
残
さ
な
い
社
会
」
の
実
現
と
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」
と
「
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
」
の
観
点
か
ら
も
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

○
「

D
V等

の
被
害
者
の
た
め
の
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
で
は
、
平
成

31
年
２
月
以
降
４
回
に
わ
た
り
、
有
識
者
や

支
援
者
、
地
方
自
治
体
等
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
実
態
把
握
を
行
っ
た
。

経
緯

（
１
）
特
徴

✓
都
道
府
県
や
政
令
指
定
都
市
が
把
握
し
て
い
る
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
運
営
団
体
数
は

10
7

（
20

18
年

11
月
時
点
）
。

✓
い
ち
早
く

D
V被

害
者
支
援
活
動
を
行
っ
て
き
た
「
先
駆
性
」
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
支
援
が

で
き
る
「
柔
軟
性
」
、
地
域
の
社
会
資
源
を
活
用
し
な
が
ら
特
性
を
生
か
し
た
活
動
を
行
う

「
地
域
性
」
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
ニ
ー
ズ
応
じ
た
支
援
を
行
う
「
専
門
性
」
等
の
特

徴
を
有
す
る
。

（
２
）
位
置
付
け

✓
D

V防
止
法
に
お
け
る
直
接
の
明
記
は
な
し
。
配
暴
セ
ン
タ
ー
で
行
う
一
時
保
護
の
委
託
先

（
３
条
４
項
）
、
配
暴
セ
ン
タ
ー
の
連
携
先
（
３
条
５
項
）
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
よ
る

援
助
の
対
象
（

26
条
）
と
し
て
位
置
付
け
。

✓
男
女
共
同
参
画
基
本
法
に
基
づ
く
第
４
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
（
平
成

27
年

12
月

25
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
「
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
対
す
る
連
携
・
支
援
に
努
め
る
こ
と
」
、

「
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
の
積
極
的
活
用
に
よ
る
適
切
か
つ
効
果
的
な
一
時
保
護
を
実
施
す

る
」
と
具
体
的
に
明
記
。

（
３
）
現
行
の
支
援
策

✓
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
対
す
る
財
政
支
援
に
つ
い
て
、
当
該
支
援
費

の
２
分
の
１
が
特
別
交
付
税
の
算
定
基
準
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

✓
都
道
府
県
に
よ
る
一
時
保
護
委
託
費
の
支
給
（
そ
の
半
額
は
国
の
負
担
）
。

Ⅰ
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
現
状

報
告
書
の
内
容

主
に
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
を
行
う
民
間
施
設
（

95
施
設
）
、
都

道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
支
援
担
当
課

（
67
自
治
体
）
に
対
し
て
実
施
。

（
１
）
支
援
体
制

✓
常
勤
職
員
が
い
る
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
は
約

6割
に
と
ど
ま
る

が
、
そ
の
う
ち
専
門
性
を
も
つ
職
員
が
い
る
施
設
は
約

7割
。

✓
１
施
設
あ
た
り
の
平
均
職
員
数
は
、
常
勤
職
員

2.
0人

、
非

常
勤
職
員

4.
0人

、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

5.
3人

。

（
２
）
調
査
実
施
時
点
（

H
31

.2
）
で
の
受
入
れ
状
況

✓
18
歳
以
上
の
女
性
を
受
け
入
れ
て
い
る
施
設
は

66
.3
％
で
、

そ
の
う
ち
受
入
れ
人
数
「
３
人
以
下
」
が
約

7割
。

✓
18
歳
未
満
の
男
女
の
入
居
者
に
つ
い
て
、
被
害
者
の
「
同

伴
児
童
」
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
施
設
は
少
な
く
と
も

15
施
設
。

✓
調
査
実
施
時
点
で
受
け
入
れ
が
な
い
施
設
は

24
(2

5.
3%

)。

（
３
）
自
治
体

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
が
な
い
自
治
体
は

17
(2

5.
4％

)。

Ⅱ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

令
和
元
年

５
月
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Ⅲ
課
題
（
構
成
員
か
ら
の
主
な
意
見
）

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
に
対
す
る
一
時
保
護
委
託
件
数
の
減
少
が
運
営
に
重

大
な
影
響
。

✓
財
政
面
の
不
足
に
よ
り
新
た
な
ス
タ
ッ
フ
や
専
門
職
の
人
材
確
保
が
困

難
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
的
に
支
援
者
が
高
齢
化
。

✓
一
時
保
護
委
託
に
お
け
る
決
定
権
等
に
よ
る
対
等
な
関
係
性
構
築
に
課
題
。

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
と
行
政
に
支
援
方
針
の
違
い
が
見
ら
れ
る
傾
向
も
。

✓
支
援
方
針
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
被
害
者
を
尊
重
し
、
民
間
と
行
政
と

が
対
等
な
立
場
で
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
。

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
地
域
的
偏
在
（
大
都
市
や
北
海
道
に
集
中
）
。

✓
自
治
体
の

D
V問

題
に
対
す
る
理
解
や
認
識
に
よ
る
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
自

治
体
間
格
差
。

４
地
域
間
格
差

（
１
）
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
基
盤
強
化
と
対
応
力
の
向
上

✓
複
合
的
困
難
に
よ
り
、
社
会
的
に
孤
立
し
、
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
女
性
を

支
援
す
る
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
が
行
う
先
進
的
な
取
組
（
専
門
職
等
に
よ
る
メ

ン
タ
ル
面
の
ケ
ア
、
児
童
虐
待
対
策
と
の
連
携
、
メ
ー
ル
・

SN
Sを

活
用
し
た

相
談

等
）
を
試
行
的
に
実
施
。

✓
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化
に
向
け
た
取
組
（
研
修
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
等
）
の
促
進
。

✓
税
制
・
財
政
上
の
措
置
の
利
活
用
促
進
（

N
PO
法
人
化
手
続
き
の
情
報
提
供
等
）
。

（
２
）
行
政
と
の
連
携
強
化
、
地
域
間
格
差
の
解
消

✓
行
政
が
発
出
す
る

D
V被

害
者
支
援
に
関
す
る
通
知
等
の
民
間
団
体
に
対
す
る
速

や
か
な
提
供
の
促
進
。

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
に
対
す
る
財
政
支
援
実
績
の
な
い
自
治
体
に
対
す
る
理
由
等

の
調
査
、
自
治
体
に
お
け
る
財
政
支
援
に
よ
る
事
業
展
開
の
好
事
例
等
の
収
集
、

周
知
。

（
３
）
加
害
者
対
策
に
向
け
た
調
査
研
究
の
実
施

✓
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
指
標
を
用
い
た
機
関
間
連
携
に
基
づ
く
被
害
者
支
援
及

び
加
害
者
対
応

✓
民
間
団
体
等
と
の
協
働
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
た
加
害
者
更
生
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
実
施
基
準
等
の
作
成
に
向
け
た
検
討
。

（
４
）
児
童
虐
待
対
策
と
の
連
携
強
化

✓
関
係
機
関
を
対
象
と
す
る
、

D
Vと

児
童
虐
待
の
関
連
性
に
関
す
る
理
解
の
促
進

や
、
関
係
機
関
に
お
け
る
的
確
な
連
携
強
化
を
図
る
た
め
の
官
民
連
携
に
よ
る

研
修
等
の
実
施
。

✓
D

V対
策
に
関
連
性
を
有
す
る
関
係
機
関
に
よ
る
協
議
会
の
活
用
促
進

✓
D

V対
応
機
関
と
児
童
虐
待
対
応
機
関
の
情
報
を
包
括
的
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る

リ
ス
ク
判
断
の
手
法
、
連
携
方
法
を
含
め
た
対
応
の
在
り
方
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
策
定
に
向
け
た
検
討
。

Ⅳ
支
援
拡
充
の
方
向
性
（
新
た
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）

～
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
女
性
の
た
め
に
～

２
方
向
性

✓
D

Vと
児
童
虐
待
と
が
絡
ん
で
発
生
し
て
い
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス
」
ケ
ー
ス
の
全
国
的
な
分
析
が
必
要
。

✓
「
支
配
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
等
の

D
V構

造
の
正
し
い
理
解
、
社
会
の
偏

見
等
を
解
く
必
要
。

✓
児
童
相
談
所
と
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
情
報
共
有
、
連

携
強
化
が
必
要
。

５
児
童
虐
待
対
策
と
の
連
携
不
足

✓
暴
力
の
危
険
度
を
判
定
す
る
統
一
指
標
の
作
成
が
必
要
（
リ
ス
ク
ア
セ

ス
メ
ン
ト
）
。

✓
加
害
者
更
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
被
害
者
支
援
の
一
環
と
し
て
明
確
な
位
置

付
け
及
び
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
質
の
標
準
化
。

６
加
害
者
対
策
の
必
要
性

✓
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
支
援
理
念
や
手
法
は

D
V被

害
そ
の
他
の
生
き
づ
ら
さ
や
困

難
を
抱
え
る
女
性
に
対
す
る
支
援
に
お
け
る
重
要
な
社
会
資
源
。

✓
D

V被
害
者
等
の
支
援
と
い
う
共
通
の
目
的
の
も
と
、
民
間
と
行
政
が
対
等
な
立

場
で
考
え
や
情
報
を
共
有
し
、
連
携
し
て
支
援
に
あ
た
る
必
要
。

１
基
本
的
な
考
え
方

✓
相
談
者
の
多
く
が
、
精
神
的
な
問
題
に
起
因
す
る
悩
み
を
多
く
抱
え
て

い
る
現
状
。

✓
D

Vや
性
虐
待
等
の
被
害
特
性
に
理
解
の
あ
る
心
理
職
等
の
専
門
家
に
よ

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
ら
れ
る
体
制
整
備
が
必
要
。

１
財
政
面
・
人
的
基
盤
の
不
足
、
高
齢
化

２
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
提
供
が
可
能
な
支
援
体
制
の
充
実

３
行
政
と
の
連
携
不
足
と
対
等
な
関
係
性
の
確
保

CO589876
テキストボックス
11



（令和元年９月25日　　内閣府男女共同参画局）

平成30年４月１日～平成31年３月31日の間の、283か所のセンターにおける相談件数等を集計した。

１．相談件数

（１）相談の種類別相談件数

届出あり 届出なし
届出有無
不明

交際相手 元交際相手

　総　数 114,481 112,076 2,405 114,481 90,880 3,239 1,359 14,905 3,273 825

　　来　所 34,849 34,377 472 34,849 26,012 1,016 348 6,469 754 250

　　電　話 75,964 74,070 1,894 75,964 62,179 1,994 1,000 7,905 2,358 528

　　その他 3,668 3,629 39 3,668 2,689 229 11 531 161 47

（２）施設の種類別相談件数

来　所 電　話 その他 女 男

283 114,481 34,849 75,964 3,668 114,481 112,076 2,405

50 36,601 8,135 27,808 658 36,601 36,063 538

31 18,744 5,613 12,866 265 18,744 18,179 565

97 12,643 4,763 7,036 844 12,643 12,460 183

11 2,614 803 1,804 7 2,614 2,588 26

94 43,879 15,535 26,450 1,894 43,879 42,786 1,093

２．第１４条第２項に基づき裁判所から書面提出を求められた件数

848

３．第１４条第３項に基づき裁判所から更なる説明を求められた件数

10

４．第６条による通報を受けた件数

6,265

５．日本語が十分に話せない被害者からの相談件数

「１．相談件数」のうち、日本語が十分に話せない被害者について、国籍にかかわらず被害者が主に話す言語で集計した。

（１）相談の種類別日本語が十分に話せない被害者からの相談件数

女 男 英語 スペイン語 タイ語 タガログ語 韓国語 中国語　 ロシア語 ポルトガル語 その他 不明

　総　数 1,996 1,987 9 1,996 101 127 125 709 47 383 26 284 182 12

　　来　所 772 772 0 772 43 45 22 298 14 122 13 128 86 1

　　電　話 1,078 1,069 9 1,078 56 74 86 357 27 231 13 142 81 11

　　その他 146 146 0 146 2 8 17 54 6 30 0 14 15 0

６．障害者である被害者からの相談件数

「１．相談件数」のうち、被害者が障害者であることが把握できたものについて集計した。

（１）相談の種類別障害者である被害者からの相談件数

女 男 視覚障害
聴覚・平衡機

能の障害

音声・言語・
そしゃく機能
の障害

肢体不自由
その他の
身体障害

　総　数 8,445 8,354 91 8,445 7,602 843 120 142 1 363 217

　　来　所 2,234 2,201 33 2,234 1,967 267 30 69 0 104 64

　　電　話 5,836 5,781 55 5,836 5,353 483 89 56 0 195 143

　　その他 375 372 3 375 282 93 1 17 1 64 10

７．交際相手からの暴力に関する相談件数 ８．ストーカー行為等に関する相談件数

女 男 女 男

総　数 3,131 3,042 89 331 総　数 1,362 1,313 49

９．緊急時における安全の確保を行った件数

（１）日数別緊急時における安全の確保を行った件数 （２）施設別緊急時における安全の確保を行った件数

１日～３日 ４日～６日 １週間以上 ２週間以上 不明 自らの施設 ホテル等 民間団体等 その他

総　数 600 184 86 68 247 15 総　数 600 128 70 255 147

通　報 総　数

総　数 総　数

性別 言語別

総　数 総　数

性別
知的・

精神障害

身　　体　　障　　害

小　計

総　数

 「１．相談件数」に計上されない交際相手からの暴力に関する相談の件数を集計した。
 また、「通報」は「４．第６条による通報を受けた件数」に計上されない交際相手から
 の暴力に関する被害者の親族等、被害者以外の者からの相談件数を集計した。

 「ストーカー行為等に関する相談件数」を集計した。
 うち、「１．相談件数」及び「７．交際相手からの暴力に関する相談
の件数」にも該当する場合は重複計上とした。

総　数

総　数

総　数

総　数

総　数

　　その他

生活の本拠を共にする（した）

施設数 総　数 総　数相談の種類 性別

　総　　数

　　婦人相談所

　　女性センター

　　福祉事務所・保健所

　　児童相談所

配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係する相談件数等の結果について（平成３０年度分）

総　数 総　数

性別 加害者との関係

女 男
配偶者

離婚済

CO589876
テキストボックス
参考資料３

CO589876
テキストボックス
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平成30年４月１日～平成31年３月31日の間の、283か所のセンターにおける相談件数等を集計した。

１．相談件数

（３）都道府県別相談件数

来　所 電　話 その他 女 男

全　国 283 114,481 34,849 75,964 3,668 114,481 112,076 2,405 404.5

北海道 20 2,783 821 1,926 36 2,783 2,704 79 139.2

青　森 9 882 261 606 15 882 868 14 98.0

岩　手 12 1,762 963 714 85 1,762 1,738 24 146.8

宮　城 2 2,061 1,004 1,004 53 2,061 2,053 8 1,030.5

秋　田 6 649 249 383 17 649 638 11 108.2

山　形 5 449 226 220 3 449 429 20 89.8

福　島 9 1,477 609 785 83 1,477 1,458 19 164.1

茨　城 3 1,357 385 941 31 1,357 1,338 19 452.3

栃　木 5 1,892 512 1,305 75 1,892 1,869 23 378.4

群　馬 6 1,526 383 1,127 16 1,526 1,516 10 254.3

埼　玉 19 6,631 2,497 4,030 104 6,631 6,466 165 349.0

千　葉 19 8,622 2,590 5,826 206 8,622 8,514 108 453.8

東　京 17 17,578 4,475 12,584 519 17,578 17,187 391 1,034.0

神奈川 5 7,060 1,597 5,343 120 7,060 6,609 451 1,412.0

新　潟 3 2,158 507 1,316 335 2,158 2,103 55 719.3

富　山 2 1,555 387 1,092 76 1,555 1,548 7 777.5

石　川 2 1,616 476 1,140 0 1,616 1,602 14 808.0

福　井 8 1,165 379 764 22 1,165 1,159 6 145.6

山　梨 2 1,127 382 744 1 1,127 1,118 9 563.5

長　野 3 921 181 606 134 921 914 7 307.0

岐　阜 9 1,613 430 1,171 12 1,613 1,604 9 179.2

静　岡 4 2,610 672 1,756 182 2,610 2,562 48 652.5

愛　知 2 1,858 741 1,057 60 1,858 1,794 64 929.0

三　重 1 311 104 206 1 311 302 9 311.0

滋　賀 3 850 335 515 0 850 834 16 283.3

京　都 4 6,333 1,135 4,853 345 6,333 6,204 129 1,583.3

大　阪 13 6,972 2,011 4,708 253 6,972 6,724 248 536.3

兵　庫 17 8,489 3,139 5,082 268 8,489 8,386 103 499.4

奈　良 2 822 288 530 4 822 810 12 411.0

和歌山 1 874 192 681 1 874 873 1 874.0

鳥　取 3 674 256 320 98 674 670 4 224.7

島　根 2 770 271 407 92 770 756 14 385.0

岡　山 4 1,968 598 1,365 5 1,968 1,918 50 492.0

広　島 4 1,125 321 768 36 1,125 1,097 28 281.3

山　口 2 359 70 289 0 359 355 4 179.5

徳　島 5 2,079 752 1,288 39 2,079 2,065 14 415.8

香　川 1 669 191 449 29 669 666 3 669.0

愛　媛 3 642 314 294 34 642 641 1 214.0

高　知 1 880 490 375 15 880 873 7 880.0

福　岡 12 2,423 419 1,913 91 2,423 2,331 92 201.9

佐　賀 2 1,704 649 1,055 0 1,704 1,704 0 852.0

長　崎 4 1,691 705 955 31 1,691 1,676 15 422.8

熊　本 3 1,695 594 1,038 63 1,695 1,641 54 565.0

大　分 2 415 116 298 1 415 414 1 207.5

宮　崎 1 250 67 183 0 250 249 1 250.0

鹿児島 15 1,373 500 858 15 1,373 1,346 27 91.5

沖　縄 6 1,761 605 1,094 62 1,761 1,750 11 293.5

配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係する相談件数等の結果について（平成３０年度分）

（令和元年９月25日　　内閣府男女共同参画局）

施設数 総　数
相談の種類

総　数
１センター当たり

相談件数

CO589876
テキストボックス
13



令和元年９月 25 日 

内閣府男女共同参画局 

14

配偶者からの暴力に関するデータ 

１ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数 

11,035 12,758 14,692 14,864 16,688 17,662 19,131 20,941 21,821 22,640 25,250
30,060 31,855 34,072 33,418 32,385 34,849

23,950
29,820

33,736 36,475
40,705 43,004

47,107
49,849

53,134
57,236

60,686

64,797
65,895

72,246 69,780 70,043
75,964

958

647

901
806

1,135
1,412

1,958
2,002

2,379
2,223

3,554

5,104
5,213

4,854
3,169 3,682

3,668

35 ,943
43 ,225

49 ,329
52 ,145

58 ,528
62 ,078

68 ,196
72 ,792

77 ,334
82 ,099

89 ,490

99 ,961
102,963

111,172
106,367 106,110

114,481

0

20,000
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120,000
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14年度

(2002)

15年度

('03)

16年度

('04)

17年度

('05)

18年度

('06)

19年度

('07)

20年度

('08)

21年度

('09)

22年度

('10)

23年度

('11)

24年度

('12)

25年度

('13)

26年度

('14)

27年度

('15)

28年度

('16)

29年度

('17)

30年度

('18)

その他

電 話

来 所

（件）

（備考） 

１．配偶者からの暴力の被害者からの相談等を受理した件数。 

２．配偶者とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 

３．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「配偶者暴力防止法」という。）の法改正

を受け、平成 16年 12月２日施行以降、離婚後に引き続き暴力等を受けた事案についても計上。 

なお、「離婚」には、婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚し

たと同様の事情に入ることを含む。 

４．法改正を受け、平成 20年１月 11日施行以降、生命等に対する脅迫を受けた事案についても計上。 

５．法改正を受け、平成 26 年１月３日施行以降、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類

する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上。 

６．全国の配偶者暴力相談支援センターの設置数は、令和年７月１日現在、287 か所（うち、市町村の設置数は

114か所）。 

７．同一相談者が複数回相談した場合は、重複して計上。 

２ 警察における配偶者からの暴力事案等の相談等件数 

3,608

14,140 12,568
14,410

16,888 18,236
20,992

25,210
28,158

33,852 34,329

43,950

49,533

59,072
63,141

69,908
72,455

77,482

0
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50,000
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('02)

15年

('03)

16年

('04)

17年

('05)

18年

('06)

19年
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('15)

28年

('16)

29年

('17)

30年

('18)

平成

（件）

（備考） 

１．配偶者からの身体に対する暴力の相談等を受理した件数。 

２．平成 13年は、配偶者暴力防止法の施行日（10月 13日）以降の件数。 

３．「配偶者」の定義及び法改正の関係は「１ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数」の（備考）の

２～５に同じ。 

資料出所：内閣府調べ

 

資料出所：警察庁調べ



３ 婦人相談所における一時保護件数 

2,287 2,151 2,006 2,011 1,794 1,929 1,947 1,944 1,778 1,747 1,816 1,759 1,665 1,395 1,410 1,172
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（人）

平成

資料出所：厚生労働省調べ 

（備考） 

婦人相談所は、売春防止法に基づき各都道府県に必ず１つ設置。配偶者暴力防止法に基づき、被害者及びその同

伴家族の一時保護を、婦人相談所又は厚生労働大臣が定める基準を満たす施設において行っている。婦人相談所

は、配偶者からの暴力の被害者以外に、帰住先がない女性や、人身取引被害者等の一時保護を行っている。 

４ 配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の既済件数 

1,128
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1,717

2,141 2,208 2,186

2,524 2,411 2,434
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(件）

資料出所：最高裁判所提供の資料より作成 

（備考） 

配偶者暴力防止法に基づき、配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、その後、

配偶者から受ける身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害

者からの申立てにより、裁判所が配偶者に対し保護命令を発する。 

なお、「配偶者」の定義及び法改正の関係は、「１ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数」の（備考）

の２～５に同じ。 

平成 
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16

５ 配偶者間（内縁を含む）における犯罪の性別被害者の割合（平成 30 年・検挙件数） 

90.8%(6,960件)

55.6%(85件)

92.7%(2,489件)

90.8%(4,386件)

9.2%

(707件)

44.4%(68件)

7.3%

(195件)

9.2%

(444件)

0 20 40 60 80 100

総数(7,667件)

殺人(  153件)

傷害(2,684件)

暴行(4,830件)

女性配偶者の割合 男性配偶者の割合

( )

資料出所：警察庁調べ 

（備考） 

平成 30年の犯罪統計に基づき、犯行の動機・目的にかかわらず、配偶者間で行われた殺人（未遂を含む）、傷害、

暴行を計上。全てが配偶者からの暴力を直接の原因とするものではなく、例えば、殺人では嘱託殺人、保険金目

的殺人等、多様なものを含む。なお、主たる被疑者の性別により計上。 

６ アンケート調査による被害経験 

配偶者（事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む）から「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」の

いずれかを１つでも受けたことがある。 

4.8 

13.8 

15.1 

17.5 

78.9 

66.9 

1.2 

1.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男 （1,119人）

女 （1,366人）

n

（％）

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答 あった（計）

（19.9）

（31.3）

あった（計）

資料出所：内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成 29年度調査）より作成 
（備考） 

全国 20 歳以上の男女 5,000 人を対象に行った無作為抽出アンケート調査による（有効回収数（率）：3,376 人

（67.5％））。「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」はそれぞれ以下のとおり。 

１．身体的暴行：なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行を受

けた。 

２．心理的攻撃：人格を否定するような暴言や交友関係や行き先、電話・メールなどを細かく監視したり、長期

間無視するなどの精神的な嫌がらせを受けた、あるいは、自分もしくは自分の家族に危害が加えられるので

はないかと恐怖を感じるような脅迫を受けた。 

３．経済的圧迫：生活費を渡さない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されたなど。 

４．性的強要：嫌がっているのに性的な行為を強要された、見たくないポルノ映像等を見せられた、避妊に協力

しないなど。 



多様な困難に直面する女性に対する支援等に関する関係府省連絡会議の開催について 

１．すべての女性が輝く社会づくり本部の下、ＤＶをはじめとする多様な困難に直面

することにより、社会的に孤立し、生きづらさを抱える女性に対する支援等につい

て、ニーズに沿った支援を行う民間シェルターや相談センター等との連携とともに、

支援策の充実などを政府一体となって推進するため、多様な困難に直面する女性に

対する支援等に関する関係府省連絡会議（以下「連絡会議」という。）を開催する。 

２．連絡会議の構成員は次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めると

きは、構成員を追加すること及び関係府省庁その他関係者の出席を求めることがで

きる。 

議 長 内閣官房副長官補 

議長代理 内閣府審議官 

構 成 員 内閣府男女共同参画局長 

警察庁長官官房総括審議官 

法務省大臣官房司法法制部長 

法務省人権擁護局長 

文部科学省総合教育政策局長 

厚生労働省子ども家庭局長 

３．連絡会議の庶務は、内閣府の助けを得て、内閣官房において処理する。 

４．前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、

議長が定める。 

令 和 元 年 ６ 月 １ ８ 日 

すべての女性が輝く社会づくり本部決定 

第１回
多様な困難に直面する女性に対する
支援等に関する関係府省連絡会議 資料１

令和元年７月25日

17

CO589876
テキストボックス
参考資料４



検討の論点、今後の進め方について 

【会議の目的】 

 DVをはじめとする多様な困難に直面することにより、社会

的に孤立し、生きづらさを抱える女性に対する支援等につい

て、ニーズに沿った支援を行う民間シェルターや相談センタ

ー等との連携とともに、支援策の充実などを政府一体となっ

て推進する。 

【検討の論点の例】 

１．多様な困難に直面することにより、社会的に孤立し、

生きづらさを抱える女性に対する相談・支援に係る既存

の体制・機関の現状把握 

２．１に係る体制・機関の連携等の在り方について 

３．支援策の充実等について 

・民間シェルター等への支援について

・婦人保護事業の必要な見直しについて

・その他

【今後の進め方（案）】 

本日の議論を踏まえ、論点に沿って検討・調整を進め、年

末目途に政策パッケージの取りまとめを行う。 

第１回
多様な困難に直面する女性に対する
支援等に関する関係府省連絡会議 資料４

令和元年７月25日

CO589876
テキストボックス
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